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○福岡市待機児童支援事業補助金交付要綱  

 

（目的） 

第 1 条  保育の必要性がある児童の中には認可保育所などを希望し

ながら入所できず，認可外保育施設を利用している場合がある。こ

の要綱は，これらの児童の保護者に対し認可外保育施設利用料の一

部について補助を行い，経済的負担を軽減することを目的とする。

補助金の交付については福岡市補助金交付規則（昭和４４年規則第

３５号）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。  

 

（用語の定義） 

第 2 条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該

各号に定めるところによる。  

(1) 認可外保育施設  児童福祉法第 59 条の２第１項の規定に基

づく届出の対象であり，本市または福岡県に届出を行っている

施設（事業主がその雇用する労働者の乳幼児の保育を自らまた

は他人に委託して実施する場合における当該保育を実施する

ための施設であって，法第 35 条第 4 項の認可を受けていない

もの，店舗等において顧客の乳幼児の一時預かりを行うことを

目的とする施設，臨時に設置された施設，親族間の預かり合い

を除く）をいう。  

(2) 認可保育所など  子ども・子育て支援法（平成 24 年 8 月 22

日法律第 65 号）第 27 条第 1 項に規定する特定教育・保育施設

及び第 29 条第 3 項に規定する特定地域型保育事業所をいう。  

(3) 認可外保育施設利用料  認可外保育施設との利用契約で決

められた月額利用料をいう。ただし，時間外利用料金，食事・

おやつ代，教材費，冷暖房費，布団消毒代，おむつ代，送迎費

用，保護者会費，寄附金など基本的な月額利用料に含まれてい

ないものは除く。  

(4) 児童  保育を必要とする小学校就学前の者 (福岡市内に住民

登録を置き，在住するものに限る。 )をいう。  

(5) 入所を待機している者  厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

長通知（平成 19年 3月 30日雇児保発第 0330001号。）に定義する保育所

入所待機児童をいう。  

(6) 保護者  児童と同一の世帯に属し，認可保育所などに入所申

込を行った者及び，就業形態により深夜に及ぶ就業のため，認

可保育所などによる延長保育，夜間保育の開設時間や地理的条

件に合わず，やむを得ず認可外保育施設を利用する者。  

 

（補助の対象者） 

第 3 条  補助の対象者は，入所を待機している者のうち，認可外

保育施設を利用する児童の保護者，及び，就業形態により夜間

に及ぶ就業のため，認可保育所などによる延長保育，夜間保育
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の開設時間や地理的条件に合わず，やむを得ず認可外保育施設

を利用する保護者とし，認可外保育施設利用料の支払が確認で

きる者とする。ただし，次に掲げる者は補助対象者から除く。 

(1)  児童が福岡市第 3 子優遇事業の実施に関する条例（平成 17

年６月 23 日条例第 105 号）に定める第３子優遇事業の対象と

なっている者の保護者  

(2)  福岡市子ども・子育て支援法施行細則（平成 26 年 10 月 20

日規則第 142 号）に定める保育料表により算定した階層がＤ５

～Ｄ 10 となる児童の保護者  

 

（補助金の額） 

第 4 条  認可外保育施設利用料の一部について補助する金額（以下

「補助金」という）の月額は，支給対象児童ごとに，次の各号に掲

げる区分に応じ，当該各号に定める額とする。  

(1)  認可外保育施設利用料が別表１に定める額を超えない場合  

認可外保育施設利用料  

(2)  認可外保育施設利用料が別表１に定める額を超える場合  

別表１に定める額  

 

 （補助金受給資格の認定申請） 

第 5 条  補助金の交付を受けようとする保護者は，福岡市待機児童

支援事業補助金受給資格認定申請書（様式第 1 号）及び認可外保育

施設利用状況証明書（様式第１号の２）を市長に提出し，受給資格

及び支給対象児童について市長の認定を受けなければならない。た

だし，就業形態により夜間就業のため，認可保育所による延長保育，

夜間保育所の開設時間や地理的条件に合わず，やむを得ず認可外保

育施設を利用する保護者の認定申請は別途定める。  

  

２  補助金の受給資格の認定期間は，認定の申請をした日の属する

月から開始する。ただし新たに第３条に定める補助金の交付要件を

具備するに至った者が，交付要件を具備してから 30 日以内に受給

資格の認定申請をしたときは，認定期間はその者が，交付要件を具

備するに至った日の属する月から開始する。  

 

（補助金受給資格の認定） 

第 6 条  市長は，前条の認定申請があったときは，申請書及び関係

書類を審査し，受給資格があるものと認めるときは，受給資格を認

定し，福岡市待機児童支援事業補助金受給資格認定通知書 (様式第

2 号 )により保護者に通知する。  

2  市長は，認可保育所への入所申込みのため，既に提出されている

保育所入所申込書および保育所入所申込書添付書類に基づき調査

を行うものとする。  
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3 前項の審査の結果，受給資格があるものと認められないときは，

福岡市待機児童支援事業補助金受給資格認定却下通知書 (様式第 3

号 )により保護者に通知する。  

 

（補助金の交付申請） 

第 7 条  前条の認定を受け，補助金の交付を受けようとする保護者

は，支払額証明書（様式第５号）または認可外保育施設利用料の領

収証を付して福岡市待機児童支援事業補助金交付申請書 (様式第 4

号 )を市長に提出しなければならない。  

2 第１項に定める補助金の交付申請は，別表２で定める補助金支給

対象期間の末日までに行わなければならない。ただし支給対象期間

後または修了間際に前条第１項に定める受給資格認定通知書を受

領した場合には，受領後すみやかに提出しなければならない。  

 

（調査等） 

第 8 条  市長は，第 5 条および前条の申請を受理するに当たって，

保護者に対し，補助金受給資格および補助金交付のための審査に必

要な書類の提出を求めることができる。  

2 市長は，認可外保育施設利用料の支払に関することを，児童が在

籍する認可外保育施設に確認することができる。  

 

（補助金の交付決定） 

第 9 条  市長は，補助金の交付申請があったときは，申請書及び関

係書類を審査し，補助金を交付すべきものと認めるときは，補助金

の交付を決定し，福岡市待機児童支援事業補助金交付決定通知書

(様式第 6 号 )により保護者に通知する。  

2 第 1 項の審査の結果，補助金を交付すべきものと認められないと

きは，福岡市待機児童支援事業補助金交付却下通知書 (様式第 7 号 )

により保護者に通知する。  

 

（補助金の支給） 

第 10 条  市長は，補助金交付決定後，口座振替の方法により補助金

を支給する。  

2 補助金の支給対象期間及び支給期月は，別表２のとおりとする。

ただし，市長が認めるやむを得ない理由により，当該支給期月に支

給できなかった補助金は，それ以降の支払期月でない月であっても

支給することができる。  

 

 （補助金受給者の届出の義務） 

第 11 条  補助金受給者は，次の第 1号から第 2 号に該当するときは，

再度第５条に定める認定申請を行い，受給資格の認定を受けなけれ

ばならない。また，第 3 号から第 5 号に該当するときは待機児童支

援事業補助金住所・氏名・金融機関等変更届（様式第 8 号）を，第

https://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g1041451001.html#y1#y1
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6 号に該当するときは，待機児童支援事業補助金受給事由消滅届（様

式第 9 号）を，速やかに市長に提出しなければならない。  

(1)  利用する認可外保育施設の変更  

(2)  認可外保育施設の利用に係る契約内容の変更  

(3)  補助金受給者またはその者が監護する児童の氏名または住

所に変更があったとき。  

(4)  補助金の振込先の金融機関等の変更  

(5)  認可外保育施設の所在地，名称等の変更  

(6)  その他，補助金の受給要件を欠くこととなる事由が生じたと

き。  

2 市長は，待機児童支援事業補助金受給事由消滅届の提出又は職

権により，補助金受給者の受給資格を消滅させることができる。消

滅の処理を行った場合，市長は，待機児童支援事業補助金受給事由

消滅通知書（様式第 10 号）で受給事由が消滅した者に通知を行う。  

 

（交付決定の取り消し及び補助金の返還） 

第 12 条  申請者が，次のいずれかに該当した場合は，市長は，交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったと

き。  

(2) 認可保育所の入所申込みを取り下げたとき，又は入所が決定

した後に，入所を辞退したとき。  

2 市長は，補助金の交付決定を取り消した場合において，当該取り

消しに係る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，期限

を定めてその返還を命じるものとする。  

 

（委任） 

第 13 条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，こども未来局

長が別に定める。  

 

付  則  

（施行期日） 

１  この要綱は，平成 22 年６月１日から施行し，平成 22 年 4 月 1

日から適用する。  

２  この要綱の施行日前から補助金の交付要件を具備している者が

施行日から 120 日以内に受給資格の認定申請をした場合は，その

者に係る受給資格の認定については，第５条第２項の規定にかか

わらず，この要綱の適用日以降で交付要件を具備するに至った日

の属する月から行う。  

 

付  則  

（施行期日） 
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 この要綱は平成２３年５月９日から施行し，平成２３年４月１日

から適用する。  

 

付  則  

（施行期日）  

１  この要綱は，平成２６年４月１日から適用する。  

 (期間) 

２ この要綱は平成２９年３月３１日をもって廃止する。 

  なお，終期到来後の継続については，その必要性の検証を踏まえた上で，

終期到来までに判断するもの。 
附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成２７年４月１日から施行し，平成２７年４月１日か

ら適用する。  
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別表１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２  

平成 22 年度  

補助金支給対象期間  補助金支給期月  

平成 22 年 4 月～ 9 月  平成 22 年 11 月  

平成 22 年 10 月～平成 23 年 1 月  平成 23 年  3 月  

平成 23 年 2 月～  3 月  平成 23 年  5 月  

 

平成 23 年度  

補助金支給対象期間  補助金支給期月  

平成 23 年 4 月～  7 月  平成 23 年 9 月  

平成 23 年 8 月～ 11 月  平成 24 年 1 月  

平成 23 年 12 月～  平成 24 年 3 月   平成 24 年 5 月  

 

平成 24 年度以降  

補助金支給対象期間  補助金支給期月  

    4 月～  7 月  9 月  

    8 月～ 11 月  1 月  

12 月～  3 月   5 月  

 

３歳未満児 ３歳以上児

A 生活保護等 25,000 25,000

B 前年度の市町村民税非課税世帯 25,000 25,000

C1
前年度の市町村民税のうち所得割非課税世帯

（均等割のみの課税世帯）
20,000 15,000

C2
前年度の市町村民税所得割額が

48,600円未満
17,000 13,000

D1
前年度の市町村民税所得割額が

48,600円～61,000円未満
14,000 11,000

D2
前年度の市町村民税所得割額が

61,000円～73,000円未満
11,000 9,000

D3
前年度の市町村民税所得割額が

73,000円～85,000円未満
8,000 7,000

D4
前年度の市町村民税所得割額が

85,000円～97,000円未満
5,000 5,000

D5
前年度の市町村民税所得割額が

97,000円～126,000円未満

D6
前年度の市町村民税所得割額が

126,000円～149,000円未満

D7
前年度の市町村民税所得割額が

149,000円～169,000円未満

D8
前年度の市町村民税所得割額が

169,000円～255,000円未満

D9
前年度の市町村民税所得割額が

255,000円～301,000円未満

D10
前年度の市町村民税所得割額が

301,000円～397,000円未満

D11
前年度の市町村民税所得割額が

397,000円以上

対象外 対象外

階層区分
福岡市子ども・子育て支援法施行細則

に定める保育料表

補助金額


